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令和６年１月３１日 

江東区経理課契約係 

 

区が発注する契約に係る労働環境の確認の実施状況について 

 

１ 概要 

（１）目的 

① 受注者の労働関係法令の遵守状況を確認することにより、契約業務における適

正な履行の確保と労働環境の整備に配慮した調達の推進を図る。 

② 工事案件における技術者の労働環境の把握を行うことにより、建設業の働き方

改革と担い手確保に資する。 

（２）対象 

・ 予定価格３,０００万円以上の工事 

・ 予定価格２,０００万円以上の工事の設計、調査及び測量に係る委託 

（３）確認方法 

事業者は、契約締結後、労働関係法令の遵守状況や従業員の賃金等について、「労

働環境報告書」を提出する。区は、対象案件の中から一部の事業所を抽出し、社会

保険労務士による関係資料の確認及び実地確認を行う。 

 

２ 実施状況 

（１）分類業務別対象件数（令和６年１月２５日現在） 

分  類 件  数 

土木工事 ３１件 

建築工事 １８件 

設備工事 ４９件 

委託（設計等） １２件 

合  計 １１０件 

（２）実地確認対象件数 

業  種 実施数 実施期間 

道路舗装工事 １か所 

令和５年１１月１４日（火）から

１１月２７日（月）まで 

建築工事 １か所 

電気工事及び給排水衛生工事 １か所 

空調工事 １か所 

土木設計 １か所 

合  計 ５か所 



2 
 

（３）主な指摘事項 

指摘事項 改善の方向性 

① 就業規則について 

・各種手当の記載と賃金の支給実態が

一致していない。 

・年次有給休暇の付与日数が法令を下

回り、実態と一致していない。 

 

・各種手当について、就業規則に支給

基準を記載する。 

・法令及び実態に即した記載に変更す

る。 

② 育児・介護休業規定について 

・令和４年度の育児・介護休業法改正

に対応した育児・介護休業規定が整

備されていない。 

・同規定の周知及び休業の取得意向の

確認体制が未整備である。 

 

・厚労省規程例等を参照して、育児・

介護休業規定を改定・作成する。 

・法令で義務付けられている「周知及

び意向確認」の体制を整備する。 

③ ３６協定について 

・一部の出勤記録について、時間外労

働時間数及び特別条項の上限超過が

認められる。 

 

・３６協定の見直しを行う。 

・時間外労働の抑制及び管理に努め

る。 

④ 労働者名簿について 

・法令上記載しなくてはならない事項

が網羅されていない。 

・履歴（入社後の配属先等）及び退職

年月日等の記載がない。 

 

・労働者名簿の様式を修正する。 

・履歴等の必要事項を記載する。 

⑤ その他 

・１年単位の変形労働時間制を採用し

ているが、各月の総労働時間の明示

がされてない。 

 

・最初の期間を除く各期間（各月）に

おける総労働時間を定める。 

 


